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衆
議
院
議
員
松
木
け
ん
こ
う
君
提
出
大
飯
原
発
再
稼
動
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
関
西
電
力
管
内
の
需
要
者
（
家
庭
・
大
口
業
務
・
小
口
業
務
・
大
口
産
業
・
小
口
産
業
）
別
割
合
」
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
関
西
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
関
西
電
力
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
平

成
二
十
二
年
夏
の
最
大
電
力
需
要
の
用
途
別
の
割
合
は
、
産
業
用
が
約
三
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
業
務
用
が
約
三
十
八
パ
ー
セ

ン
ト
、
家
庭
用
が
約
二
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
推
計
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
需
要
家
別
の
割
合
は
、
大
口
需
要
家
が
約
三

十
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
小
口
需
要
家
が
約
三
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
家
庭
が
約
二
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
推
計
さ
れ
る
と
の
こ
と
で

あ
る
が
、
産
業
用
及
び
業
務
用
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
大
口
需
要
家
及
び
小
口
需
要
家
に
区
分
し
て
推
計
は
し
て
い
な
い
と
の

こ
と
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
操
業
修
正
」
及
び
「
操
業
を
必
要
な
か
ぎ
り
抑
え
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、

そ
れ
ら
の
節
電
効
果
を
試
算
す
る
上
で
必
要
な
前
提
が
定
か
で
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

一



電
力
需
給
に
関
す
る
検
討
会
合
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
会
議
に
お
い
て
、
関
西
電
力
管
内
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
夏

の
電
力
需
給
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
並
み
の
猛
暑
で
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
に
同
年
比
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
節
電
目
標
の
設
定
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
に
伴
う
日
常
生
活
や
経
済
活
動
へ

の
深
刻
な
影
響
を
回
避
す
る
た
め
、
平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日
に
、
「
今
夏
の
電
力
需
給
対
策
に
つ
い
て
」
を
取
り
ま
と

め
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
中
部
電
力
株
式
会
社
、
北
陸
電
力
株
式
会
社
、
関
西
電
力
、
中
国
電
力
株
式
会
社
、
四
国
電
力
株

式
会
社
及
び
九
州
電
力
株
式
会
社
の
供
給
区
域
（
以
下
「
中
西
日
本
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
節
電
の
数
値
目
標
を
設
定
し
、

広
く
中
西
日
本
の
需
要
家
の
協
力
を
募
り
、
関
西
電
力
管
内
に
お
け
る
節
電
目
標
を
平
成
二
十
二
年
比
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に

引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

関
西
電
力
の
大
飯
発
電
所
第
三
号
機
及
び
第
四
号
機
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
六
日
に
原
子
力
発
電
所
に
関
す

る
四
大
臣
会
合
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
原
子
力
発
電
所
の
再
起
動
に
あ
た
っ
て
の
安
全
性
に
関
す
る
判
断
基
準
」
に
基

づ
き
、
同
月
十
三
日
に
、
地
震
・
津
波
に
よ
る
全
電
源
喪
失
と
い
う
事
象
の
進
展
を
防
止
す
る
た
め
の
安
全
対
策
が
既
に
講

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
関
西
電
力
が
更
な
る
安
全
性
・
信
頼
性
向
上
の
た
め
の
実
施
計
画
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
等

に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、
電
力
需
給
の
見
通
し
や
燃
料
費
の
増
加
の
影
響
も
含
め
て
検
証
し
、
総
合
的
に
運
転
再
開
の
必

二



要
性
に
つ
い
て
判
断
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
九
月
の
政
権
交
代
以
降
、
内
閣
官
房
参
与
は
十
九
名
、
内
閣
府
本
府
参
与
は
二
十
六
名
が
そ
れ
ぞ
れ
任
命

さ
れ
、
平
成
二
十
四
年
七
月
六
日
時
点
で
、
内
閣
官
房
参
与
は
六
名
、
内
閣
府
本
府
参
与
は
六
名
が
そ
れ
ぞ
れ
在
職
し
て
い

る
。

二
の
�
に
つ
い
て

内
閣
官
房
参
与
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
に
参
与
を
置
く
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
七
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
に

基
づ
き
、
内
閣
府
本
府
参
与
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
本
府
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第
一
号
）
に
基
づ
き
、
そ
れ

ぞ
れ
必
要
に
応
じ
て
任
命
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
等
に
お
い
て
、
人
数
を
制
限
す
る
規
定

は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

菅
内
閣
が
総
辞
職
し
た
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
時
点
で
在
職
し
て
い
た
内
閣
官
房
参
与
及
び
内
閣
府
本
府
参
与
の
う

ち
、
八
名
を
野
田
内
閣
発
足
後
も
引
き
続
き
在
職
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
田
内
閣
官
房
参
与
は
成
長
戦
略
等

三



に
つ
い
て
、
峰
崎
内
閣
官
房
参
与
は
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
続
き
内
閣
総
理
大

臣
に
対
し
て
助
言
等
を
行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
と
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

前
田
内
閣
官
房
参
与
及
び
望
月
内
閣
官
房
参
与
（
当
時
）
に
つ
い
て
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
イ
ン
フ
ラ
海
外
展
開
関
係
大
臣

会
合
に
係
る
議
論
に
参
加
を
い
た
だ
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

退
職
し
た
公
務
員
が
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
受
け
ず
に
、
再
就
職
を
す
る
こ
と
は
、
天
下
り
に
は
該
当
し
な
い
と

考
え
て
い
る
。

四


